
（留意事項）

１．　それぞれの項目について、○、△、×の別を記入すること（特記のない限り、○：適切、△：概ね適切、×：不適切として記入）
　　※「○：適切」については、適切とする項目について、「所見」欄に理由を少なくともひとつ具体的に記載すること
　　※「×：不適切」については、不適切とする項目全てについて、「所見」欄に理由を具体的に記載すること

2．　所見の欄に、それぞれの項目についての関連情報、考慮すべき事情等を記載すること

３．　記入にあたっては、研修医による症例呈示や研修医へのインタビュー、病院からの提出資料等様々な要素を勘案すること

1) 研修を行うのに十分な症例や研修にふさわしい環境が整備されているか

臨床研修病院年次報告（直近のもの）や研修医アンケート等を参照 ○／△／×

① 医療安全管理体制が適切に確保されている（省令の施行通知に定める医療安全管理体制の確保に関する要件を満たしている） ○

② 検査・処置などが安全に実施出来ている（研修医インタビュー小項目７より記入） ○

③ 研修医アンケートの「基本的な臨床検査・手技」について、23項目中（○：16以上の、△：4～15、×：3以下の）項目で自己評価がＢ以上である※ ○

④ 同上「経験症例数」について、37項目中（○：22以上の、△：5～21、×：4以下の）項目で6例以上の経験がある※ ○

又は同上「経験症例数」について、55項目中（○：33以上の、△：7～32、×：6以下の）項目で6例以上の経験がある※ ○

⑤ 図書・雑誌・インターネット利用環境が整備されている ○

※　二名以上対象者がいる場合は、全員各項目に該当するものとする。調査時点以降研修修了までの見込を含む。

2) 研修医の診療内容や説明について、指導医等から適切な助言・指導が行われているか

診療録の記載内容や研修医へのインタビュー結果メモ等を参照

① 上級医の回診や症例検討会（ケースカンファレンス）が定期的に行われている（○：週1回以上、×：実施はまれ、△：それ以外） ○

② 指導医が適切に診療録を確認している（研修医インタビュー小項目３より記入） ○

③ 診察の結果、適切な診断を行っている（研修医インタビュー小項目４より記入） ○

④ 退院や退院後の方針の決定が適切になされている（研修医インタビュー小項目９より記入） ○

１．臨床研修病院の指導管理体制に関する事項

臨床研修病院実地調査　調査結果（個票①）  病院名：山近記念総合病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４．　「２．研修医の基本的診療能力に関する事項」については、研修医の基本的診療能力のみを評価するのではなく、当該研修病院での研修において、どのよう
な指導によって基本的診療能力が修得されているかという視点から記載すること

上級医の回診や症例検討会（ケースカンファレンス）が週１回以上定期的に行われている。指導医が毎日適切に診療録を確認している。診察の結果、適切

な診断を行っており、指導医の指導の下、退院や退院後の方針の決定が適切になされている。

省令の施行通知に定める医療安全管理体制の確保に関する要件を満たしている。２名の研修医とも検査・処置などが安全に実施出来ている。２名の研修医
ともに、研修医アンケートの「基本的な臨床検査・手技」について、23項目中16以上の項目で自己評価がＢ以上であり、「経験症例数」について、37項目中22
以上の項目で6例以上の経験がある。図書室があり、医局にインターネット利用環境が整備されている。

厳重取扱注意

＜所見＞

＜所見＞
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3) 臨床研修が組織的・計画的に行われ、管理体制が適切に確立されているか

臨床研修病院年次報告（直近のもの）等を参照

① 研修管理委員会が適切に運営されている（省令の施行通知に定める研修管理委員会に関する要件を満たしている） ○

② 研修医の評価が、ＥＰＯＣまたは到達目標の達成状況について指導医による評価が明示された調査票等を使って適切に行われている ○

③ 複数の医療職種による評価が行われ、当該評価が明示された調査票等に基づき、少なくとも半年に１回の研修医へのフィードバックが行われている △

④ 臨床研修病院群の中で、臨床研修に関する情報の共有等臨床研修に関して機能的な連携・調整が行われている △

1) 患者・家族や他の医療従事者と十分なコミュニケーションをとり、良好な関係を築いているか

診療録の記載内容や研修医へのインタビュー結果メモ等を参照

① 入院中の診察内容・診断について、患者・家族に適切に説明している（研修医インタビュー小項目５より記入） ○

② 診療において、他の医療従事者と適切なチーム医療が出来ている（研修医インタビュー小項目８より記入） ○

③ ハイリスクの治療・検査において「説明と同意」が行われたことを診療録に記載している（研修医インタビュー小項目１１より記入） ○

2) 患者の問題を把握し、検査や治療の計画の全体像を把握して診療にあたり、臨床上の疑問を解決するための自己学習の習慣が身についているか

診療録の記載内容、研修医へのインタビュー結果メモ、症例呈示等を参照

① ○

② 診療録の記載が適切（現病歴・既往歴・家族歴や身体診察の所見等の基本情報が適切に記載されている）（研修医インタビュー小項目２より記入） ○

③ 検査計画や治療計画が適切に立てられている（研修医インタビュー小項目６より記入） ○

④ 退院時サマリーが適切に記載され、提出期限が守られている（研修医インタビュー小項目10より記入） ○

⑤ 研修医が臨床上の疑問を解決するための情報収集方法を知っており、実践している（研修医インタビュー小項目12より記入） ○

研修医は入院の目的を正しく理解しており、診療録の記載は適切である。指導医のもと検査計画や治療計画が適切に立てられている。退院時サマリーが翌
日までに適切に記載され、提出期限が守られている。ガイドラインの活用等、研修医が臨床上の疑問を解決するための情報収集方法を知っており、抗菌薬
投与の場などで実践している。

２．研修医の基本的診療能力に関する事項

入院の目的を正しく理解している（研修インタビュー小項目１より記入）

省令の施行通知に定める研修管理委員会に関する要件を満たしている。研修医の評価が、到達目標の達成状況について各科をローテートする毎に指導医
による評価が明示された調査票等を使って適切に行われているが、研修プログラム中に記載はない。複数の医療職種による評価は確認できないが、指導医
の調査票等に基づき、診療科ごとにフィードバックが行われている。臨床研修病院群の中で、機能的な連携・調整が行われているが、CPCに関する連携は不
十分である。

入院中の診察内容・診断について、患者・家族に適切に説明している。診療において、主に看護職との適切なチーム医療が出来ている。心臓カテーテル検
査などハイリスクの治療・検査において「説明と同意」が行われたことを診療録に記載している。

＜所見＞

＜所見＞

＜所見＞



臨床研修病院実地調査 調査結果（個票②）  

 

１．対 象 病 院 名 ：    山近記念総合病院                                

２．実 地 調 査 実 施 日 ： 令和    ６ 年    １０ 月   ２９  日 

３．全 体 評 価 ※ ：  （  B    ） 

※評価基準：全個別項目の評価が“○”の場合は A、１項目でも”×”評価を受けた場合は C、過半数の評価が”△”であれば、B－、これら以外は B 評価とする。 

 

４．全体のまとめ           

                             ※ 調査結果（個票①）の項目に沿って、全体のまとめを記載して下さい。 

臨床研修病院の指導管理体制に関する事項として、入院患者数、救急件数の不足のため、「研修を行うのに十分な症例や研修にふさわしい環境が整備されてい

るか」を確認したが、内科・外科を長期間研修するプログラムなどの工夫がなされ、「基本的な臨床検査・手技」「経験症例数」についての数量的な基準を満たして

いた。しかし、省令に基づいた、各科横断的な虐待、ACP、CPC などの必須とされる研修体制の整備が必要である。「研修医の診療内容や説明について、指導医

等から適切な助言・指導が行われているか」については特に問題は見られなかった。「臨床研修が組織的・計画的に行われ、管理体制が適切に確立されている

か」について、研修医の評価が、到達目標の達成状況について各科をローテートする毎に指導医による評価が明示された調査票等を使って適切に行われている

が確認できたが、研修プログラム中に記載する事が望まれる。複数の医療職種による評価は確認できないが、指導医の調査票等に基づき、診療科ごとにフィード

バックが行われている。臨床研修病院群の中で、機能的な連携・調整が行われているが、CPC に関する連携は不十分である。 

研修医の基本的診療能力に関する事項について、「患者・家族や他の医療従事者と十分なコミュニケーションをとり、良好な関係を築いているか」「患者の問題を

把握し、検査や治療の計画の全体像を把握して診療にあたり、臨床上の疑問を解決するための自己学習の習慣が身についているか」について確認したが、特に

問題を認めなかった。 

 

 

５．研修医に対するまとめ 

 研修医名   臨床研修医１              （ ２）年目 

   慢性心不全で入院し、尿路感染症を合併し、最終的に心臓カテーテル治療を行った症例を提示した。入院目的は正しく理解していた。診療録記載も適切であり、

指導医のコメントと共に、電子カルテ上で指導医のサインがなされていた。診断は適切で、患者・家族への説明も行われており、検査計画、治療計画も適切になされ

ていた。検査・処置など安全に行われており、看護師との連携もとられていた。退院の決定や退院後の方針も適切で、退院サマリーは退院翌日に作成されていた。

心臓カテーテル検査というハイリスクな処置における説明と同意が診療録に記載されていた。ガイドライン等利用方法を知っており、抗菌薬投与の際など実践してい

た。CPC は今年７月に経験しており、レポートを作成した。研修医アンケートの基本的な臨床検査・手技では多くの項目が A もしくはＢであり、Ｄ（できない）項目は無
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かった。経験症例数は多くの項目で１１例以上であり、経験していない項目はなかった。自由記載では研修医が少人数であり指導医との距離が近い事のメリットや

common diseases を多く経験できることの有用性が述べられていた。 

 

 

 

 

 

   研修医名  研修医２                （１）年目 

   腹痛を主訴に救急受診した、急性虫垂炎症例を提示した。入院目的は正しく理解していた。診療録記載も適切であり、指導医のコメントと共に、電子カルテ上で指

導医のサインがなされていた。診断は適切で、患者・家族への説明も行われており、検査計画、治療計画も適切になされていた。検査・処置など安全に行われており、

看護師との連携もとられていた。退院の決定や退院後の方針も適切で、退院サマリーは退院翌日に作成されていた。ガイドライン等利用方法を知っており、抗菌薬

投与の際など実践していた。CPC は未経験。研修医アンケートの基本的な臨床検査・手技では除細動以外は経験していた。経験症例数は多くの項目で経験してい

たが、研修をまだ行っていない小児科、産婦人科、精神科関連の項目で未経験項目があったが、研修修了時までには経験するものと推測された。自由記載では研

修医が少人数であり指導医との距離が近い事のメリットや、エコーなど一般的な手技を多く経験できることの有用性が述べられていた。 

 

 

 

担当調査員     稲森正彦                             



 

 

医 整 第 2 1 9 1号  

令和６年11月８日  

 
 
 医療法人尽誠会 
 山近記念総合病院 院長 様 

 
神奈川県健康医療局保健医療部  

保 健 医 療 人 材 担 当 課 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 
 

臨床研修病院に対する実地調査の結果について（通知） 
 
 

本県の医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 
 今般、令和６年10月29日（火）に標記調査を実施したところ、臨床研修病院として

の指定基準について、別紙のとおり改善が必要な事項が認められましたので、所要の

対応をお願いいたします。 

また、対応結果につきまして、令和６年12月６日までに文書によりご報告いただく

とともに、成果物についてもご提出をお願いいたします。 

今後も、研修医の育成、充実した臨床研修の実施に努められるようお願いいたしま

す。 

 
 
 
 
 
 

問合せ先 

              医療整備・人材課 人材確保グループ 原田 
              電 話：045（210）4877 
              ＦＡＸ：045（210）8858 
              電子ﾒｰﾙ：ouhuku-ishikakuho@pref.kanagawa.jp 
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別紙  

 

改善が必要な事項 

 

○臨床研修病院としての外形的な基準について 

 

・ 入院患者数や救急受入件数が不足していることから、研修医が充分な研修を実施

できるよう引き続き症例数の確保に努めること。 

 

○臨床研修病院の指導管理体制について 

 

・ 虐待への対応やＡＣＰ、ＣＰＣなどの、基本的な診療において必要な分野・領域

等に関する研修を適切に実施すること。 

特にＣＰＣについては昨年度の実施が１回のみだったため、複数回実施すること。 

また、小田原市立病院などの関連施設で開催するＣＰＣに研修医が参加すること。

研修医がＣＰＣに参加した際は、レポートを提出し理解度を確認すること。 

・ 臨床研修管理委員会において、臨床研修病院群の中で、研修医の評価や進捗管理

等の情報共有を行うために、院外の委員が出席できるよう日程の調整に配慮し、議

事録の共有などを行うこと。 

 

 

 



令和６ 年 11 月 27 日 

神奈川県健康医療局保健医療部 

医療整備人材課長  殿 

山近記念総合病院 

理事長  杉田輝地 

 

臨床研修実地調査に関する 改善報告書 

 

令和６ 年 10 月 29 日の臨床研修実地調査に基づき 、 令和６ 年 11 月８ 日付 医整第 2191 号

によ り 指摘さ れた改善事項について下記のと おり 改善いたし ま すのでご報告申し 上げま す。 

 

記 

 

１ ． 入院患者数や救急受入件数が不足し ている こ と から 、 研修医が十分な研修を実施でき

る よ う 引き 続き 症例数の確保に努める こ と 。  

 

（ 改善内容）  

ご指摘のよ う に現状では患者総数が不足し ている 状態であり ま す。 原因と し て整形外

科や内科、 泌尿器科など医師の休職によ る マンパワ ー不足に伴う 夜間の緊急の受け入れ

の制限などが原因の一つと 考えており ま す。 現状では随時医師の募集を行っており ま す。

その中で整形外科が 10 月よ り 1 名、 来年から は泌尿器科と 整形外科がも う 一人追加の予

定と なっており ま すので患者数の増加が期待でき る も のと 考えており ま す。  

ま た、 従来、 当院は 152 床で 3 つの病棟で運営を行っており ま すが、 昨年よ り 西棟の

老朽化に伴い現在、 建て替えの工事中です。 病棟を 2 つと し て現状では 108 床での運用

になっている こ と も 原因の 1 つと 考えており ま す。 来年の８ 月に新病棟が完成予定と な

っており ま す。 こ のこ と も 患者数増加が期待でき る も のと 考えており ま す。  

ま た救急におき ま し ても 極力断ら ない外来を目標に職員の意識改革を数年前よ り 実施

し ており 、徐々にではあり ま すが救急車台数も 昨年よ り も 増加し ており ま す。さ ら に職員

一丸と なり 救急車受け入れも 努力し ていき たいと 考えま す。  

 

２ ． 虐待への対応やＡ Ｃ Ｐ 、Ｃ Ｐ Ｃ などの基本的な診療において必要な分野・ 領域等に関す

る 研修を適切に実施する こ と 。  

特にＣ Ｐ Ｃ については昨年度の実施が１ 回のみだったため、 複数回実施する こ と 。  

ま た、小田原市立病院などの関連施設で開催する Ｃ Ｐ Ｃ に研修医が参加する こ と 。研修

医がＣ Ｐ Ｃ に参加し た際は、 レポート を提出し 理解度を確認する こ と 。  

 

（ 改善内容）  

虐待への対応や ACP に対し ての研修についてですが、 ご指摘いただき ま し たと おり 本

資料２ 別紙４



年度から 研修やセミ ナー受講など年次ごと に受講する 学年や人数を調整し ながら 年間ス

ケジュ ールと し て把握でき る よ う 努めて参り たいと 考えており ま す。  

虐待への対応や ACP に対し ての研修についてですが、 ご指摘いただき ま し たと おり 本

年度から 研修やセミ ナー受講など年次ごと に受講する 学年や人数を調整し ながら 年間ス

ケジュ ールと し て把握でき る よ う 努めて参り たいと 考えており ま す。  

CPC については現在の小田原市立病院で開催し ていただいている CPC への参加のみ

ではなく 、 当院においても 以前に開催し ていた形ではあり ま すが院内 CPC と し て再開し

ていく こ と 、 ま た研修医には CPC 参加後には理解の確認と 知識の整理のためにレ ポート

の提出を行ってま いり たいと 考えま す。  

 

３ ． 臨床研修管理委員会において、臨床研修病院群の中で、研修医の評価や進捗管理等の情

報提供を行う ために、外部の委員が出席でき る よ う 日程の調整に配慮し 、議事録の共有

などを行う こ と 。  

 

 （ 改善内容）  

臨床研修員会についてですが、 でき る 限り 外部委員の先生方に参加いただける よ う 日

程の調節と 参加のお願いを求めて参り たいと 考えま す。 参加に伴い当院における 研修員

会議事録を外部委員の先生方にも 共有いただける よ う 努めて参り たいと 考えま す。  

 

 

 

最後に当院から の希望ですが、患者数の増加に向けてでき る 限り 努めて参り ま す。現在

の体制（ 研修医２ 人/学年） で研修医の先生がいる こ と で当院自体も 様々な制度や体制を

見直す機会が増えたり 、 古い慣習的なルールを見直すき っかけになったり と ブラ ッ シュ

アッ プでき ている 現状があり ま す。 現体制の継続をお願いでき ればと 考えており ま す。  

 

以上 

 



 

 

病院名 山近記念総合病院            研修医名 研修医①   （ ２ 年目） 

大項目 中項目 小項目 結果 

入院 
目的の 

理解 

１ 入院の目的を正しく理解しているかどうか（診療録を参考に記入）。 ○ 

（調査員記入欄） 

心不全の治療という入院の目的を正しく理解していた。 

 

入院中の 

診察・診断 

診察能力 

２ 入院診療録の記載が適切かどうか（医療面接での現病歴・既往歴・家族歴など、

また身体診察の所見・聴打診・触診などの基本情報が記載されているかどうか）。 

○ 

３ 指導医から研修医の書いた所見等に対してコメントのあるサインが毎日なされて

いるかどうか。 

○ 

（調査員記入欄） 

入院時の記載は適切であった。指導医は毎日電子カルテの機能を用いて、コメントと

承認をおこなっていた。 

 

診断能力 

４ 診察の結果、適切な診断を行ったか（診療録を参考に記入）。 ○ 

５ 患者・家族に適切に説明したかどうか（診療録を参考に記入）。 ○ 

（調査員記入欄） 

慢性心不全、尿路感染症など適切な診断がなされ、患者・家族へ説明がなされていた。 

 

 

入院中の 

検査・治療 

計画 

６ 診察の結果、その後の検査計画や治療計画が適切になされているかどうか（診療

録を参考に記入）。 

○ 

（調査員記入欄） 

指導医の指導のもと、心不全や尿路感染症に対し、適切な検査計画・治療計画が立て

られていた。 

 

実施 

７ 検査・処置などが安全に実施出来たかどうか（看護記録・診療録を参考に記入）。 ○ 

８ 診療において、他の医療従事者と、適切なチーム医療ができているかどうか。 

※特に日常的な救急患者への対応を、チームで協働・連携しているか確認。 

○ 

（調査員記入欄） 

指導医のもと、カテーテル検査の補助を安全に行っていた。主に看護師との連携が確

認できた。 

 

退院 
退院の 

判断 

９ 退院や退院後の方針の決定が適切になされているかどうか（診療録・退院時サマ

リ－を参考に記入）。 

○ 

１０ 退院時サマリーが適切に記載されているかどうか。また、退院時サマリーの提

出期限を守っているかどうか。 

○ 

（調査員記入欄） 

指導医の指導の下、退院について適切な診療が行われている。退院時サマリーは翌日

に提出されている。 

 

説明と 

同意 
その他 

１１ ハイリスクの治療・検査において「説明と同意」が行われたことを診療録に記

載しているかどうか。 

○ 

（調査員記入欄） 

心臓カテーテル検査時の記載あり。 

 

その他 その他 

１２ 臨床上の疑問を解決するための情報収集方法を知っており、実践しているかど

うか。 

○ 

（調査員記入欄） 

抗菌薬投与の場面などで、ガイドラインの有用性等について把握し、実践している。 

 

（研修医インタビュー結果メモ） 
取扱厳重注意 

資料２別紙５－１ 



資料２ 別紙５ －２













 

 

病院名 山近記念総合病院            研修医名 研修医②  （ １ 年目） 

大項目 中項目 小項目 結果 

入院 
目的の 

理解 

１ 入院の目的を正しく理解しているかどうか（診療録を参考に記入）。 ○ 

（調査員記入欄） 

腹痛（虫垂炎）の治療という入院の目的を正しく理解していた。 

 

入院中の 

診察・診断 

診察能力 

２ 入院診療録の記載が適切かどうか（医療面接での現病歴・既往歴・家族歴など、

また身体診察の所見・聴打診・触診などの基本情報が記載されているかどうか）。 

○ 

３ 指導医から研修医の書いた所見等に対してコメントのあるサインが毎日なされて

いるかどうか。 

○ 

（調査員記入欄） 

入院時の記載は適切であった。指導医は毎日電子カルテの機能を用いて、コメントと

承認をおこなっていた。 

 

診断能力 

４ 診察の結果、適切な診断を行ったか（診療録を参考に記入）。 ○ 

５ 患者・家族に適切に説明したかどうか（診療録を参考に記入）。 ○ 

（調査員記入欄） 

前医でなされなかった急性虫垂炎など適切な診断がなされ、患者・家族へ説明がなさ

れていた。 

 

入院中の 

検査・治療 

計画 

６ 診察の結果、その後の検査計画や治療計画が適切になされているかどうか（診療

録を参考に記入）。 

○ 

（調査員記入欄） 

指導医の指導のもと、適切な検査計画・治療計画が立てられていた。 

 

実施 

７ 検査・処置などが安全に実施出来たかどうか（看護記録・診療録を参考に記入）。 ○ 

８ 診療において、他の医療従事者と、適切なチーム医療ができているかどうか。 

※特に日常的な救急患者への対応を、チームで協働・連携しているか確認。 

○ 

（調査員記入欄） 

指導医のもと、血液ガス検査などを安全に行っていた。主に看護師との連携が確認で

きた。 

 

退院 
退院の 

判断 

９ 退院や退院後の方針の決定が適切になされているかどうか（診療録・退院時サマ

リ－を参考に記入）。 

○ 

１０ 退院時サマリーが適切に記載されているかどうか。また、退院時サマリーの提

出期限を守っているかどうか。 

○ 

（調査員記入欄） 

指導医の指導の下、退院について適切な診療が行われている。退院時サマリーは翌日

に提出されている。 

 

説明と 

同意 
その他 

１１ ハイリスクの治療・検査において「説明と同意」が行われたことを診療録に記

載しているかどうか。 

○ 

（調査員記入欄） 

別症例で循環器検査等での記載あり。 

 

その他 その他 

１２ 臨床上の疑問を解決するための情報収集方法を知っており、実践しているかど

うか。 

○ 

（調査員記入欄） 

抗菌薬投与の場面などで、ガイドラインの有用性等について把握し、実践している。 

 

（研修医インタビュー結果メモ） 
取扱厳重注意 

資料２別紙６－１ 
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国、 地方厚生局 都道府県

（ 考え方） 臨床研修制度の設計、 研修の質の確保 （ 考え方） 個別病院の指定、 定員設定事務

臨床研修病院の指定、 取消
〇（ 指定基準の策定）

（ ※）
◎（ 個別病院の指定）

臨床研修病院の定員設定 〇（ 都道府県上限の設定） ◎（ 個別病院の定員設定）

年次報告の受理 －（ ※） ◎

研修プ ロ グラ ム変更等の受理 －（ ※） ◎

指定継続にかかる 実地調査 －（ ※） ◎

報告の徴収及び指示 ◎ ◎

研修医等から の相談対応 ◎ ○

都道府県間の調整 ◎ －

臨床研修の質の観点から の調査 ◎ －

補助金の執行 ◎ －

臨床研修修了登録 ◎ －

権限移譲後の国と都道府県の役割分担について

臨床研修制度に関する主な事務と分担

医師法の改正趣旨等

○ 医療法及び医師法の一部を 改正する 法律（ 平成30年第79号） の成立に伴い、 平成３ ２ 年( 2020年) ４ 月よ り 、 国から
各都道府県に臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の設定権限の移譲等がなさ れ、 各都道府県は、 こ れら の制度の
活用を 通じ 、 地域における医療提供体制を整備する取組が求めら れる。
○ こ れら の権限移譲によ り 、 各都道府県においては、 都道府県地域医療対策協議会の審議のも と 、 臨床研修病院の指
定や、 医師少数区域に配慮し た定員の設定など、 地域の実情に応じ たき め細かな医師偏在対策が可能と なる。
○ こ れまで全て国の事務と さ れていた臨床研修制度に関する事務については、 以下のと おり の役割分担と なり 、 都道
府県の行う 医師偏在対策の強化に資する 。

※必要に応じ地方自治法第245条の4に基づく技術的助言を行う。 1
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医政医発 0329 第３号 

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局）長  殿 

 

 

    厚生労働省医政局医事課長 

（公 印 省 略） 

 

 

臨床研修病院の指定の基準の取扱いについて 

  

 

 

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令（平成 14 年厚生労働

省令第 158 号）等の規定に基づく臨床研修病院に対する実地調査の取扱いについて

は、令和４年３月 31 日付け医政医発 0331 第６号にて各都道府県衛生主管部（局）長

宛に周知したところであるが、別添のとおりその一部を改正し、令和６年４月１日よ

り適用することとしたので、その旨周知する。 

ついては、貴管内の臨床研修病院、保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等

に対して周知方願いたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定

による技術的な助言であることを申し添える。 

 

記 

 

実地調査は、別添「臨床研修病院の実地調査実施要綱」に基づき都道府県が実施す

る。 

なお、都道府県知事は、新たに臨床研修病院の指定、取消又は指定の継続をしよう

とするとき、あらかじめ、都道府県地域医療対策協議会の意見を聴くこととする。 

 

  

資料２ 参考２
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臨床研修病院の実地調査実施要綱 

 

１ 目的 

この要綱は、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令（平成 14

年厚生労働省令第 158 号。以下「臨床研修省令」という。）第 17条第２項に規定する都

道府県知事が行う実地調査を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。 

都道府県知事は、臨床研修制度の適正な実施を図るため、本要綱に基づき、臨床研修

病院が適正な指導体制等を有し、かつ、臨床研修省令第２条に規定する基本理念に沿っ

た研修を行っているか否かについて、実地に調査するものとする。 

 

２ 調査対象 

 Ⅰ 臨床研修病院の新規指定に係るもの 

  １） 新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院のうち、医師法第十六

条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（平成 15 年６月

12日付け医政発第0612004号厚生労働省医政局長通知。以下「施行通知」という。）

第２の５（１）エの基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない病院。 

※ 協力型臨床研修病院として、申込みを行った年度に研修医を受け入れている

又は当該年度以降に受入れを予定している病院に限る。 

また、過去に実地調査の結果を踏まえて指定を取り消された病院については、

その後、協力型臨床研修病院として、研修医に対して２年間臨床研修を行った

ことに相当する実績がある場合に限る。 

※ 施行通知第２の５（１）エの基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない当

該病院は、施行通知第２の５（１）エ(ｱ)により、別紙１の様式に基づいて申込

みを行うこと。 

  ２） 新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院のうち、指定申請書等  

を審査した結果、調査が必要と認める病院。 

※ 過去に実地調査の結果を踏まえて指定を取り消された病院については、その

後、協力型臨床研修病院として、研修医に対して２年間臨床研修を行ったこと

に相当する実績がある場合に限る。 

 

 

別添 
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 Ⅱ 臨床研修病院の指定継続に係るもの 

１） 施行通知第２の５（１）エの基幹型臨床研修病院の指定基準に２年以上にわたり

適合しない基幹型臨床研修病院であって、かつ、研修医が在籍している病院。 

２） 書面審査の結果、施行通知第２の５（１）の指定基準（ただし、エを除く。）に

２年以上にわたり適合しないと疑われる基幹型臨床研修病院のうち、調査が必要

と認め、かつ、研修医が在籍している病院。 

３） １）及び２）以外で、臨床研修の実施に当たり、特に都道府県知事又は厚生労働

大臣が調査を行う必要（管内臨床研修病院が抱える懸案事項、施行通知第２の５

（１）の基幹型臨床研修病院の指定基準の遵守状況等の確認（定期巡回等）を含

む。）があると認める病院。 

 

Ⅲ 上記のⅠ又はⅡにより実地調査を実施した結果、指定を継続又は新たに指定された

病院 

 

３ 調査の実施主体 

都道府県 

※ただし、「２ 調査対象」のⅡの３）に該当する病院の調査については、当該病院の

同意がある場合、厚生労働省本省又は地方厚生局が実施することも可能である。 

 

４ 調査時期 

１）「２ 調査対象」のⅠの病院 

施行通知第２の５（１）エ(ｱ)の申込書又は指定申請書の提出後、新規指定まで

に適宜実施 

２）「２ 調査対象」のⅡの１）及び２）の病院 

    施行通知第２の５（１）の基準を２年以上にわたって適合しなかった年度の翌

年度以降、速やかに実施 

３）「２ 調査対象」のⅡの３）の病院 

    都道府県が実施主体の場合は、調査の必要性を認めた後、速やかに実施 

    厚生労働省本省又は地方厚生局が実施主体の場合は、調査の必要性を認めた後、

当該臨床研修病院の同意を得た後、速やかに実施 

４）「２ 調査対象」のⅢの病院 

本調査により新たに基幹型臨床研修病院に指定された又は継続された場合は、

当該年度以降、２年以上にわたって施行通知第２の５（１）の指定基準に適合しな

くなった翌年度以降、速やかに実施 
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５ 調査の視点 

「６ 調査項目、評価基準等」の１）外形基準については、施行通知第２の５（１）

及び（２）の指定基準の適合状況を実地で確認するとともに、基幹型臨床研修病院につ

いては、次の１）及び２）を通じて、臨床研修の基本理念に相応しく、研修医及び研修

プログラムについての全体的な管理・責任を有する臨床研修病院として適当であるか否

かという視点から調査を実施する。また、別紙５のとおり調査票例を添付するので調査

を行う際の参考とすること。 

１）臨床研修病院の指導・管理体制に関する事項 

①研修を行うのに十分な症例や相応しい環境が整備されているか 

②研修医の診療内容や説明について、指導医等から適切な助言・指導が行われてい

るか 

③研修が組織的・計画的に行われ、管理体制が適切に確立されているか 

 

２）研修医の基本的診療能力に関する事項 

  ①患者・家族や他の医療従事者と十分なコミュニケーションをとり、良好な関係を  

築いているか 

②患者の問題を把握し、検査や治療の計画の全体像を把握して診療に当たり、臨床

上の疑問を解決するための自己学習の習慣が身についているか 

  ※「２ 調査対象」のⅠの病院にあっては、主に、申込みを行った年度に協力型臨床研

修病院として研修を担当している診療分野について調査を行う。 

 

６ 調査項目、評価基準等 

１）外形基準 

施行通知第２の５（１）及び（２）に規定する臨床研修病院の指定の基準に適合

することを証する書類等により確認するものとする。 

 

２）研修医の診療経験 

研修医に対して次の項目のアンケートを実施するものとする。（別紙２） 

①基本的な臨床検査・手技について自ら実施することや結果を解釈することの自己

評価 

②経験症例数 

③診療科別の研修施設の状況や研修期間 

④その他 

   ※「２ 調査対象」のⅠの病院の研修医については、別紙２の３及び４のみの回答と

する。 
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３）研修医の基本的診療能力 

研修医が担当した症例についての主訴、現病歴などの経過概要のプレゼンテーシ

ョンや研修医へのインタビューにより、次に掲げる項目を確認するものとする。（別

紙３） 

①入院の目的の理解 

②入院中の診察・診断 

③入院中の検査・治療 

④退院の判断 

⑤説明と同意 

⑥その他 

※研修医の基本的診療能力を調査するに当たっては、当該病院での研修において、ど 

のような指導によって基本的診療能力が修得されたかを把握する。 

 

４）評価基準 

「２ 調査対象」のⅡの１）及び２）の病院に対する調査結果については、総合評

価として、以下のＡ、Ｂ、Ｂ－、Ｃの４段階で評価するものとする。（別紙４） 

Ａ 指導・管理体制に関する事項及び研修医の基本的診療能力の修得に関する事項

の全てにおいて「適切」とされるもの 

Ｂ Ａ、Ｂ－及びＣ以外のもの 

Ｂ－ 評価項目の全てについて、「適切」又は「概ね適切」と評価され、そのうち

過半数が「概ね適切」とされるもの 

Ｃ 評価項目の一部について、「不適切」とされるもの 

 

５）実施体制等 

必要に応じて、臨床研修病院の評価に関して知見を有する外部有識者を活用すると

ともに、全体の企画や進行管理等に配慮しつつ、公平・公正かつ効果的な調査となるよ

う留意する。 

さらに、各地方厚生局ともスケジュール等を調整の上、合同で調査を行うなど、臨床

研修病院の負担に配慮した上で実施する。 

 

７ 調査後の措置 

１）都道府県が実施した調査の結果を踏まえた措置については、原則として、都道府県が

実施した場合は地方厚生局へ、厚生労働省本省又は地方厚生局が実施した場合は都道

府県へ通知することとするが、次のとおり取り扱うこととする。 

 ➀ 指定基準の判断を行う場合 

地域医療対策協議会の意見を聴いた上で、適切な指導体制が確保され、研修医 

が基本的診療能力を修得できると認められる場合（指定継続の判断に当たっては、
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「６ 調査項目、評価基準等」の４）の総合評価がＡ又はＢと評価された場合に限

る。）は、指定を継続又は新たに指定する。ただし、新規指定後や指定継続後も実

地調査又は書面調査等を行い、適正であることを確認することとする。 

適切な指導体制が確保されていない又は研修医が基本的診療能力を修得できな

いと認められる場合（指定継続の判断に当たっては、「６ 調査項目、評価基準等」

の４）の総合評価が連続でＢ－又はＣと評価された場合に限る。）は、原則として

指定取消の対象とする。 

調査の結果、改善等必要な指示を行った場合、書面等による改善結果等の報告を

徴収することとし、その指示及び報告内容については、当該基幹型臨床研修病院の

所在地を管轄する地方厚生局に通知する。 

② ➀以外の場合 

調査の結果、改善等必要な指示を行った場合、書面等による改善結果等の報告を

徴収することとし、その指示及び報告内容については、当該基幹型臨床研修病院の

所在地を管轄する地方厚生局に通知する。 

 

２）厚生労働省本省又は地方厚生局が実施した調査の結果を踏まえた措置については、

次のとおり取り扱うこととする。 

調査の結果、改善等必要な指示を行った場合、書面等による改善結果等の提出を

求めることとし、その指示及び提出された改善結果等については、当該基幹型臨床

研修病院を所掌する都道府県に通知する。 

 

 


